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社会福祉法人北見保育協会 

 



役員及び評議員、評議員選任・解任委員の報酬並びに費用弁償に関する規定 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、社会福祉法人北見保育協会（以下「本会」という。）の定款施行

細則第25条に基づき、本会の理事、監事及び評議員並びに評議員選任・解任委

員の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいう。 

（２）常勤役員とは、役員のうち、専ら役員の業務を行うために週２０時間以上勤務す

る者をいう。また、常勤理事のうち、理事は常勤理事、監事は常勤監事という。 

（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（４）評議員とは、定款第５条に基づき置かれる者をいう。 

（５）評議員選任・解任委員とは、定款第６条に基づき置かれる者をいう。 

（６）報酬とは、社会福祉法第４５条の３４第１項第３号に定める報酬、賞与その他の

職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の

如何を問わない。 

（７）費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費（交通費、宿泊費）等の経費をいう。ま

た、費用と報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第３条 当法人は、役員および評議員選任・解任委員に職務執行の対価として報酬を

支給することができる。 

２ 評議員には、定款第８条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

３ 常勤理事で職員としての立場を有する者に対しては､報酬は支給しない。ただし、

正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席し、職員としての給与等が支払わ

れない場合においては、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。 

 

（報酬の額の決定） 

第４条 理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員に支給する会計年度ごとの報酬

総額は、１８０万円以内とする。 

 

 （理事会及び評議員会の出席報酬等） 

第５条 理事長及び業務執行理事（以下「理事長等」という。）並びに理事長等以外の

理事（以下「その他理事」という。）が理事会に出席したときは、別表１および2により

報酬及び交通費を支払うことができる。常勤理事に対しては、正規の勤務時間外に



開催される理事会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合において

は、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。 

２ 評議員が評議員会に出席したときは、別表１および2により報酬及び交通費を支払

うことができる。 

 

 （理事長等の勤務報酬等） 

第６条 理事長が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の運

営のために２時間を超える業務にあたった場合は、別表１および2により報酬及び交

通費を支払うことができる。 

２ 業務執行理事が理事会出席以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施

設の運営のために２時間を超える業務にあたった場合は、別表１および2により報酬

及び交通費を支払うことができる。ただし、業務執行理事のうちで職員としての立場

を有する者に対しては、正規の勤務時間外に業務にあたり、職員としての給与等が

支払われない場合においては、第１項に準じて報酬等を支給する。 

３ その他理事が理事会出席以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施

設の運営のために２時間を超える業務にあたった場合は、別表１および2により報酬

及び交通費を支払うことができる。ただし、その他理事のうち職員としての立場を有

する者に対しては、正規の勤務時間外に業務にあたり、職員としての給与等が支払

われない場合においては、第１項に準じて報酬等を支給する。 

 

 （監事の報酬等） 

第７条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表１および2により報酬及び

交通費を支払うことができる。ただし、常勤監事に対しては、出席報酬は支給しな

い。 

２ 監事が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の指導監査

への立合及び運営状況の指導または監査の業務、その他運営のために２時間を超

える業務にあたった場合は、別表１および2により報酬及び交通費を支払うことがで

きる。 

 

（評議員選任・解任委員の報酬等） 

第８条 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表１

および2により報酬及び交通費を支払うことができる。 

 

（費用弁償の支給） 

第９条 本会は、役員及び評議員、評議員選任・解任委員がその職務の執行にあた

って負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、

必要により事前に概算額を支払い、当該職務終了後精算することができる。 

２ 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職



員の通勤費支給基準に準ずる。 

３ 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表１および２により出張

旅費等を支給することができる。 

４ 旅費は、実費を支給する。 

５ 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給することができる。 

 

（兼務役員） 

第１０条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に

限り、この規定を適用することができる。 

 

（役員の職務証跡） 

第１１条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書及びタイムカードの作成に

協力するものとする。 

 

（報酬、交通費及び費用弁償の支給日） 

第１２条 報酬は、毎月２５日に支払うものとする。なお、支給日が金融機関の休業日

にあたる場合には、前営業日に支払うものとする。 

２ 費用弁償は、業務にあたった都度遅滞なく支払うものとする。 

 

（報酬、交通費及び費用弁償の支給方法） 

第１３条 報酬、交通費及び費用弁償は、通貨をもって本人に支給又は支払うものと

する。ただし、本人の同意があるときは､本人の指定する本人名義の金融機関口座

へ振込む方法によることができるものとする。 

２ 報酬は､法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立

替金等を控除して支給する。 

 

 （重複支給の防止） 

第１４条 この規定に基づく報酬および交通費は、同一日における本会業務への重複

出席に対しても１回限りの支給とする。 

 

（公表） 

第１５条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報

酬等の支給の基準として公表する。 

 

（改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。 

 

 



（補則） 

第１７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別

に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は令和２年 6 月 23 日に制定し、令和２年 4 月 1 日に遡及して適用する 

令和８年６月１６日に一部改訂し、令和８年４月１日に遡及して適用する。 

 

別表１（出席報酬およびその他業務報酬日額） 

種 別 区 分 報 酬 

理事会出席 

その他業務報酬等 

理事長 7,000 円 

業務執行理事 6,000 円 

その他理事 6,000 円 

監事 6,000 円 

評議員会出席 

その他業務報酬等 

評議員 6,000 円 

理事長 7,000 円 

業務執行理事 6,000 円 

その他理事 6,000 円 

監事 6,000 円 

評議員選任・解任 

委員会出席 

評議員選任・解任 

委員 
6,000 円 

 

別表２（交通費および旅費等） 

交通費 

北見市内 600 円 

北見市近郊市町村 

（網走市、美幌町、津別町、大空町、訓子府町、 

置戸町、佐呂間町、遠軽町） 

1,000 円 

上記以外 職員給与規程に準ずる 

宿泊費 14,000 円／泊 

食卓料 2,400 円/泊 

 

 

 

 

 


